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Summary

Inthispaper,wediscussthelogicofanagriculturalpolicyfbrsustainabledevelopmentand

multifUnctionality.Theconceptofsustainableagricultureisexaminedaccordingtothedefin輌tionof

sustainabledevelopment.Twopointsareveryimportant.Oneistoconsidertheequityofboth

inter-generationandintra-generation.Itisverydif丘cultforthepublictoreachanagreementandfbr

thegovernmenttocarryoutapolicyforitbecausetheopinionoffuturegenerationsisnotknown.The

otheriseconomicef丘Ciency.Ef丘ciencyisperformedbymarketmechanismsonlyifallextemalityis

intemalized.Theinternalizedmeasuresofthepoliciesdependonthedistributionofpropertyrights.

Butitisdif6culttobelongthepropertynghtstoamongeconomlcagents.

ConcerningJapanandtheEU,therecognitionoftherelationshipbetweenagricultureandthe

environmentisdifferent.Thatdifferenceiswhethertheinfluenceofagriculturetotheenvironmentis

goodorbad.IntheEUAgriculturehasbeenabadinfiuenceandpub玉ichasc亘ticized.、Sothe

agri-environmentalpolicyisconsideredlogicallyandcarriedoutmoreadequatelythaninJapan.The

conceptsandthinkingofmultifUnctionalityaredifferentaswell.

1.は じめに

1999年12月,シ ア トル でのWTO次 期 交渉の立ち}二げが失敗 した後,2001年10月 の ドーハに

おいて閣僚 会議は開始 された、,農業分野 では,1993年 のG/¥rT農 業合意に至 る交渉が難航 した こ

とを踏 まえて 甲い取 り組みがな され ている。 日本 の交渉に望むスタ ンスの特徴は,農 業 ・農村 の

多面的機 能(以 下,多 面的機能)を 全面に出 していることであ る。 ここ数年来,多 面的機能 とい

う言葉は関連分野で頻繁に取 り上げ られているが,そ の概念 は必ず しも明確 なものではなかった。

2001年,OECDは それ までの議 論を取 り纏 め,"MultifUnctionality:TowardsanAnalyticalFramework"

として刊行 した。 これ によって,多 面的機能 を分析す るための経済的な概念整理は 一一応整 えられ

た。 しか しなが ら,日 本お いては,農 業 と環境に関す る分析が比較的少 なかったためか,経 済理

論的な分析に乏 しく,論 理展開 も適切であった とは必ず しもい えず,政 策論 と して も貧弱の感 を

一11一

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by Meiji Repository (Meiji University Academic Repository)

https://core.ac.uk/display/59283776?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


明治大学農学部研究報告 第132号(2003)

免れない。本稿 では,持 続 的可能 な農業 と多面的機 能の概念 を再検討 しなが ら,農 業環境政策に

ついての考察を行 う。以下,農 業 と環境 との関係 を表す キー ワー ドとなってい る 「持続可能な農

業」について検討 し,つ いで,農 業生産 と環境の関係 につ いて政策のあ り方にっいて述べ,多 面

的機能 とWTOの 関係 にっいて整理を行 う。

2.持 続可能な農業(SustainableAgriculture)(註1)

2-1.持 続可能な発展(SustainabieDevelopment)

「持続 可能な農 業」 とい う文言の元は ,い うまでもなく 「持続 可能な発展」にある。持続 ・∫能

な発展の定義は,1987年 の 「環境 と開 発に関するtg:界委員会」(ブ ルン トラン ト委員会)に おい

て なされ,「将来 世代が 白身の要求を満たそ うとす る能力 を損な うこ となく,現 存す る人々の要求

を満たす発展 である1と い うもの である(註2)。 その後,1992年 に開催 された 「国連環境開発

会議」(地 球サ ミソ ト)に おける 「リオ宣 言」,「ア ジェンダ21」 のキー ワー ドと して用い られ,

広 く知 られ るこ ととな った。90年 代以降,環 境 問題を表現す る言葉 として ,頻 繁に使用 され用語

と して定着 した。f持 続 可能 な農 業」の概念 はそれ を農業 に適用 した ものであ る。

「持続可能 な発展」の概念規定では,資 本の利用 可能性が 重要な意味 を持 つ。潜在的 なニーズ

を満 たすか ど うか を決 定す るか らで あ る。 ここで用い る資本(capital)と は,人 的生産 資本

(human-producedcapital),社 会 資本(socialcapital),自 然資本(naturalcapital)を 含む広範 なもので

ある。持続可能性 とは将来世代 を も考慮す る資本の維持であ り,将 来世代 に渡 って ,利 用 可能な

資源か ら得られる厚生(welfare)の 最大 を維持す ることで もある。

持続 可能な発展を考える上で,3つ の重要な特徴があ り,第1は,動 的な過程(dynamicprocess) ,

第2は,グ ローバルな概 念,第3は,多 元的(経 済,環 境,社 会)現 象である。 この ような特徴

か ら発展 を考えると,持 続 可能 な発展はGDPで 表され るよ うな単なる経済発展 の概念 を越えて

お り,資 源 と環境の状態 を考慮 し,現 在のみな らず,将 来に渡 る資源配分の観点を持たなければ

ならないことが分か る。す なわち,長 期間を展望 し,地 球規模での世代内公平性 と世代間の公平

性が強調 され るのである。古典的な環境 問題であ る公害 は地域が限定 され,現 時点のみの問題 で

あ ったが,地 球規模の環境問題 に代表 され る持続 可能 な発展に関わる問題 は空間的に も時間的に

も認識が拡大 していることになる,、

2-2.持 続可能 な農業(SustainableAgriculture)と は

持続 可能な発展のフ レームワー クの 下で,持 続 可能な農 業の概念づけを考えるな らば,農 業生

産(非 食料生産を含む)の 需要 に対 して農家行動が経済 効率的で,環 境 にや さ しく,社 会的に受

容可能 とい うことを満た しているとい うことであ る。前述 した,多 元的 な観点 より検討す るな ら

ば以 下のようにな る。
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経済的次元:資 源 を効率的に使用す ることによって現在 と将来の農業(食 料)の 需要を満 たす

よ うに十分な潜 在的生産可能性 を維持す ること。 この ことは,農 家が消費者需 要の変化 と利用 ・∫

能な技術進歩に適切 に反応 できることで あるが,将 来の食料需要は不確実である。

環境的次元:1一 分な 自然 資源を維持 し,農 業 生産 による環境への負荷を少な くす る一方で,便

益を増進 させ ること。農業生産は水質 汚染,十 壌浸食 を引き起 こし,生 物 多様性や景観 を失わせ

るが,他 方では,土 地保全,洪 水防止 に貢献 し,生 物多様性や景観 を維持す る。後者に関す るこ

とは多面的機能 と呼ばれる。 これ らの機能は地域限定的であることに特徴 がある。

社会的次元:農 業内あるいは農業 ・非農業間の所得分配 にっいて,社 会的 に受容可能な公 平性

を維持す ることである。公平性の決定 には社会的 な同意が必要なために,社 会 ・文化 システムの

安定性や食料生産の倫理的側面に関 しての社会的意志決定においては広い参加 を必要 とす る。

これ ら3っ の次元は相互 に関連 し合 い,持 続 可能な農業を行 うことに よって補完的 となる。農

業セクターが経 済的効率的 で競争的であれば,環 境にや さしい農家行動や投資行動 をとるであろ

う。 もっともそのためには生産物価格が適切な生産 コス トを反映 していなけれ ばな らない。 しか

し逆に,そ れ ぞれは互いに トレー ドオフの関係 にあるか もしれない。 例えば,生 産の拡 大は環境

の質を低 下させ るが,こ れは,投 入及び産出価格 に環境 コス トが含 まれないために生 じる。農家

は外部性 を 十分に認識 して無い こともあ り得るが,経 済的には,価 格イ ンセ テ ィブに欠 けること

か ら生 じている ことが多い。図一1に,3つ の相 互関係 を示 した。

Socia1

EnVirOnmental

6

図 一1持 続 的 農業 にお け る社 会,経 済,環 境 の 関係

×
Economic

註)1.環 境 に よる生 活 と労働 条 件 な どへ の イ ンパ ク ト

2.公 共 に よ る環境 に 対す る需要

3.農 業 労働 力 ・食料 消 費パ ター ンの 量 と質

4.所 得 分配,農 村 雇 用機 会,食 料 価格

5.農 業 で利 用 され る 自然 資 源

6.環 境 資源 の 拡 大,環 境 保護 の投 資
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2-1で 述 べた ように,持 続 可能な発展 と同 じく,持 続可能 な農業を達成す るための キー コン

セプ トは資本の利用 可能性にある。 ここでの資本は,自 然資本(naturalcapital=土 地,水,環 境 な

ど),人 的生産資本(human-producedcapital:機 械,可 変投入,資 産な ど),人 的 資本(humancapital:

技術,管 理能 力な ど),社 会資本(socialcapitaS:制 度,規 範,ネ ッ トワー クな ど)を 含む。 これ ら

の資本が全体的なス トソクとして減少せず,か つ現 世代,将 来世代 ともに1一分に利用可能 でなけ

れ ばな らない。将来世代が資本 ス トックを十分 に利用できるとい うこ とが持続 可能 とい う意味だ

か らである。

ス トックの水準に関 して2つ の持続 ・丁能性の考え方が ある。弱持続可能性 と強持続可能性 であ

る。前者は,将 来世代への資本 ス トックの提供は現 世代 に比べ総体で同 じであれ ばよいので あっ

て,資 本間の代替の可能性 を許容 してい る。 後者は,全 体の資本ス トックが同 じであることに加

え 自然 ス トックのある一定水準が保証 され るこ とを要求 している。つま り,自 然 ス トソクを完全

に代替す ることを許容 していない。本源的 自然 ス トック水準は環境の価値 を一 定水準維持 し,将

来世代に引き継 ぐことに他な らない。その決定には,自 然資本 の現在の利用価値 だけで なく将来

の潜在的な利用 可能性 を見通 さなければな らないとい う難 しさがある。

農業生産は最 も古い環境破壊 であ るといわれ る。 土地開墾による農業生産 は,自 然 を改変す る

ことで行われ るが,こ れは 自然資本 を人的生産資本で代替 していこ とに他な らない、農業生産に

関 して,強 持続 可能性 は難 しい ことを意味するが,総 体 としての資本が維持で きる可能性は十分

にあるので弱持続可能性にはな り得 る。 一方で,農 業生産は 自然資源を利 用す る とい う特徴に よ

り,他 の人的生産資本 と同 じ性質を有 していな いために,semi一 自然資本 と考える こともできる。

一般 に,農 業か ら生 じる環境便益,例 えば農村景観 は,農 業生産 と自然に よって形成 された めに、

弱持続 可能性 であって も多面的機能は維 持で きるのである。

実際問題 として,こ れ らの資本価値 を計 ることは難 しいが,持 続可能な農業を進めるためには

少な くともマクロ経 済 レベルでは計測す ることを試みる必 要があるといわれる。 その際,環 境の

非市場的価値 を計 らなければな らず,自 然資本の減耗 とい うことを考慮 しなけれ ばな らない。

2-3効 率性(eMciency)と 公平性{equity)

既 に述べたよ うに,持 続pi能 性 は動的な過程(dynamicprocess)を 考慮 している ところに特徴

がある。効率性についても,時 間 を越 えて厚 生(welfare)の 最 大化を考 えなければな らない。

最適な資源配分は市場 メカニズムの ドで達成 できるが,世 代内間の配分で さえ決定 をす ること

は難 しい。何故ならば,自 然資源利用 に関する市場がないために資源価値の評価が不完 全にな る

か らである。 この ことは外部性が存在す る下での市場の 失敗 として知 られ ている。生産者は,環

境 が損 なわれ るコス トを考慮す るイ ンセ ンテ ィブに欠け,ま た環境便益サー ビスを提供す るイ ン

セ ンテ ィブに も欠ける。社会的 に最適な資源配分は全てのコス トが内部化 され た ときのみ達成 さ

14一



れ るのである。

外部性の内部化は利用権(所 有権)の 特定化 と配分を必要 とす る。例 えば,利 用権がだれ にあ

るかの問題 はコス ト内部化 の政策手段 に関係する。農地の利用権が農家 にあれば,そ こか ら生 じ

る環境便 益生産の費用に対 しては補償 を与えなけれ ばな らない。 しか し,環 境便益 を受 ける権利

が公共にあるとすれ ば,環 境汚染 に対 してはPPPの 原則が生産者 に適用 され る。私的な調整 によ

って資源の再配分を成功 させ ることができるが,そ のよ うな場は限 られ る。 公共性 が高 い場合に

は資源の持続的 な配 分は民主的な意志決定の もとで政策 を通 じて行わなければな らない(註3)。

世代間効率性 を達成す ることは もっと困難である。将来の需要,代 替の 可能性,技 術進歩に関

する情報が不確定であ って,市 場が成 り立たないか らである。実際的 なアプ ローチ としては,将

来予測 に基づいたある確実な資源配分 レベル を考慮 しなが ら,現 在の非効率性 を修 正 してい くこ

とが考 えられる。

持続 可能性 に とって,配 分効率性は必要条件であるが十分条件ではない。効率的な資源配分 は

全体の厚 生(welfare)を 高め るが,個 々の厚生には得失が生 じ,公 平性の観点か ら必ず しも望 ま

しい状況になるとは限 らないか らである。公平性 は内部化がな された として も市場 によって達成

す ることはできない。公平性 は社会的 な倫理 問題であ るの で,社 会的な合意 によって決定 され な

ければな らない。

持続P∫能性 は世代間の公平性 をも要求す るために,現 在 世代内のみな らず 世代間 の便益 とコス

トを考慮 しなければな らない。将来世代 は}'分 な資本 ス トソクにア クセ スで き,現 在享受 してい

る満足(well-being)と 同 じだけの満 足を将来世代 も受けることができるよ うな機会が提供 されな

けれ ばならないが,世 代間の公平性を達成す るためには,少 なくとも現在生 じてい る厚生 が将来

の巨 生を損失 させ ない ような何 らかの規範やルールが必 要である。何 故ならば,将 来 世代 はまだ

存在せず,意 志決定の場に参加す ることができないか らで ある。

3.農 業生産 と環境

農業は経 済の他のセクター一一と違った特質を持 ってい る。第1に,農 業は 白然 資源(と りわけ,

上地 と水)に 大きく依存 している。第2に,農 業 と環境 との関係は複雑な双 方向で ある。 農業は

自然資源を使 用す るが,反 面,補 い もす る。第3に,農 業構造は原 子的である。一般的に,多 数

の小規模の農家が少数の大規模農家 と併存 している。第4に,農 業 と環境 両面にお いて,政 策の

影響 を受けやすい ことである。農業 と環境 との関係は特徴の2に あるよ うに双方向であって,農

業生産 の状況によって,環 境に対 して良い影響 を及 ぼす ことも悪い影響 与えることもある。また,

それ ぞれの状況 で,農 業環境政策のあ り方も違 ってくる。

図一2は,農 業産出 と農村環境便益 との関係 を示 したものである。農業生産全 くしない状況で

は環境便益 も低 く,農 業生産を拡大するに従って農村の便益 も拡大す るこ とを表 している。粗放
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的 な生産を過 ぎ集約的な生産になるに従い,便 益は頂点(A)か ら下降局面に入る。集約度が さ

らに高まれば環境への負荷は多 くな り,環 境便益は さらに減少 し,環 境のある水 準を下回 ること

にな り,農 業はグ ッズではな くバ ッズをもた らすよ うにな ることを示 してい る。

粗放的 集約的 過度の集約的 農業生産量

図 一2農 業 生 産 と農 村 環境 便 益 の関係

註:Lob㎜nandHodgel9]を も とに作成

H本 では,農 業は環境に正の効果 をもた らしている と考え られ ることが多いが,EUに お いて

は,農 業は環境にマイナスの影響がある(あ った)と い う考 え方が支配的であ る。 集約 的農 業の

進み過 ぎは環境に悪影響 を及ぼ した とい う経験 を踏 まえている。過度 の集約的農業は,化 学肥料,

化学農薬の多投 を招 き,地 下水などを汚染する。無理な規模拡大 と単作化は景観 を損ない,低 木

(hedgerow)な どの農業文化資産を破壊す る(註4)。 また,家 畜の多頭飼 育化 は,糞 尿 問題,

動物福祉の問題 を引 き起こ した とされ る。そのよ うな反省 か ら,集 約度 を ドげ粗放化に向か うこ

とによって環境便 益が高 まると認識 されている(註5)。 一方において,農 業生産が殆 どされ てい

ない ところでは,環 境便益 も殆 どない とされている。 これ は,条 件不利地域 のよ うな場所では,

一定水準の農業が営 まれ ることによって環境便益 も生 じるとい うことを表 している(註6) 。重要

なポイ ン トは現在の農業の状況が何処に位 置 しているかである。許容 できる環境水準 レベルの上

にあるのか下にあるのか。 上にあるとすれ ば,便 益が最大 となるポイン ト(A)の どちら側にあ
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るのかであ る。農業生産を増加 させれ ば,環 境便益は増加す るのか,そ れ とも逆なのか。ポジシ

ョンが どちらにあるかによって農業に対す る諸施策 も変 わる。

次に,農 業環境政策について見てみよ う,図 一3は,農 業集 約度 と環境 との関係 を模式的 に示

した ものである、横軸は農 業集約度を.縦 軸は農 業生産量 と農業生産によって生 じる環境 の量 を

表 している。環境は量的に必ず しも計れ る ものではないが計れ る と仮定 し,量 が増 えるほ ど環境

の質 も向上する と仮定す る。 ポイ ン トB以 降農業生産は収穫逓減であ り,環 境は農業生産の減少

に関 して収穫逓増であ ることを示 してお り,2っ の生産 の関係は トレー ドオフにある。図中に横

に引かれた二っの点線は,下 が社会的に許容 しうる最小限の環境水準を表 し,hは 目標 とす る環

境生産水準である。それ ぞれの交点によって,農 業集約度 をポイン トA,ポ イ ン トBと している。

当然,ポ イ ン トA及 びポイン トBは,社 会の発展状況(あ るいは認識状況)に よって移動す る。

量

皿

B

農業生産

環境の産出

A

農業生産の集約度

図 一3農 業 と環 境 の 関 係

註)VanHuylenbroeckandWhitby{15]を も と に 作 成
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2つ のポイ ン トによって,図 は3つ の ゾー一一ンに分けられ てい る。 ゾーンの違いによって,農 業

環境 政策の手法が異なる。適切な農 業生産 と環境財生産を達成す るためには,二 つの 手段がある。

一つは規制で あ り
,も う一っは経済 メカニズムを用いることである。規制は 負の影響が許容 しが

たい場合に採用 される。 ゾーン1が これに該当す る。農業生産活動 によって生 じた環境問題が顕

在化 し,誰 かが被害を被っている状態である。ポイン トAま で法的に規制 され る状況を示 してい

る(註7)。AとBの 間にあるゾー ンHで は,経 済的な手段が用い られ る。条件付 きのプ レ ミアム

あるいは クロスコンプライア ンスの よ うに経済的なインセンティブを利用 した手段である。農業

生産 と環境財生産 との間の相対価格条件を変化 させる ことによって,社 会的 に望 ま しい環境便益

を供給する方向に誘導 しよ うとす る ものである。 ゾーンmは,農 業生産 を行 うことが環境財の価

値 を発揮出来る必要条件であ る場合で,農 地の放棄を防 ぐことによって景観 の価値 を維持するよ

うな地域に対 して補助金 を拠出す るよ うなケー スである(註8)。VanHuylenbroeckandWhitby[15]

によれば,EUに おけ る農業環境 政策の多 くは ゾー ンnの 政策であると して,強 制 よりは農家 の

自発的参加 によるものが多い と している。

ところで,農 業生産 と環境財生産の関係は経済学的 には結合生産(jointproduct)で ある。そ し

て,環 境財 とい うものすなわ ち農業がもた らす環境の影響は,外 部性 と して捉 えるこ とがで きる。

外部性は公 共財の性質(非 排除性,非 競合性)を 持つ。結合生産 と公共財 とい う特徴が農 業と環

境 との関係 を捉 える 上でのキー コンセプ トとなる。農業の多面的機能 とは,農 業の もた らす外部

性 の うち正であるものをい う。OECD[12]の"Multifunctionality"レ ポー トはまさに この分析 フレー

ム ワー クを提 供 してい る.

4.多 面的機能 とWTO

農業 と環境 との関係にっいての議論が盛んにな って きたのは,農 業が環境に対 してマイナス影

響(あ るいはプラスの影響)与 えているためにその改 善策(促 進策)を 求めて られ ているだけで

はない。む しろ,そ れが今後のWTOド での農 業戦略に大きく関わっているか らである.い うま

で もな く,WTO協 定第20条,非 貿 易関心 事項(non-tradeconcerns)に ついてである(註9)。

農業の持つ環境へ のプ ラスの影響,結 合生産 として産出 され る環境財生産(非 食料生産)は 多 面

的機 能 と呼ばれる。前節の終 わ りで述べたよ うに,多 面的機能にっいての明確な経済学的規定は

殆どな されて こなかったが,OECDレ ポー トによってフ レームワー一クは 与え られた。 しか しなが

ら,日 本においては,多 面的機能 とWTOに 関す る議論は必ず しも的 を得てない とい う感 じが否

めない(註10)。 以 ド,Burrell[1】に依拠 しなが ら,多 面的機能 と貿易 自由化(WTO)の 関係を考

察 してみ よう。Burrel1は 次の6っ の論点をあげている。

①国内政策が非貿 易事項に適 切に行 われ るな らば、貿 易の変 革は厚 生(welfare)を 改善す る。
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自由貿易が最適 となるのは外部性 が全て内部化 され たときのみで ある。

②農業にはマイナ スの外部性 もあるので,多 面的機能 に関 しては,マ イナ スよ りもプ ラスが大

きい ことを証明 しなければな らない。

③農業生産の外部性 がnetで プラスであって も,農 業 生産の減少が外部性 を減 少 させ るとは限

らない。

④農 業に よる非食料,公 共財生産は食料生産 と独 立に非農家 によって供給 可能である。

⑤ 市場の失敗に対す る最 も効果的な反応は,特 定のH的 に的 を絞 った政策 である。 そのような

政策は,生 産 と貿易歪曲に最小の影響 を持つ限 りでGreenBoxに 入る。

⑥消費者は,農 業の多面的機能に対 して支払い意志があ る。

①は理論的な要請である。外部性が存在 してい る場合の 自由貿 易は,自 由貿易の命題である厚

生 を改善させる ことにはならないことを示 してい る。 自由貿易を促進す るためには,各 国の内部

化政策が適切か どうかのチェ ックが必要であ る。新大陸 の農業は環境 を破壊 している といい,そ

の コス トが価格に反映 され てないために輸出価格が安い とい う。 また,内 部化す るLで,取 引費

用(transactioncost)も 考慮 しなければな らない。取 引費用が箸 しく大 きい場合には,内 部化 の

方がかえってコス トがかか り過 ぎることもあ り得る。②は,反 多面的機能論者 によって主張 され

る。③は,農 業生産 と非食料生産(多 面的機能)の 結合は固定 的ではないこ とを表 している。 あ

る一定 レベルの多面的機能を維持するための農業生産 はよ り少な くて もよい可能性がある。農業

生産の変化が どの ように非食料生産を変化 させ るか,ま た逆は ど うなのか とい う吟味が必要であ

る。 この関係は生産 システムの選択に も依存す ると考え られ る。④ は,反 多面的機能論者によっ

て主張 され る。多面的機能全てが結合生産 でな く,あ る機能は分離可能 であって,ク ラブ財g)よ

うにNPOな どによって供給可能 であるか も知れない。そ うならば,農 業保護は必要で無いかも

知れ ない。 しか しなが ら,非 農家によって供給が可能であって もコ ス トが安 い とは限 らないので

費用 条件(範 囲σ)経済性)の 吟味が必要である。③,④ につい てはOECDレ ポー トで も弓虫調 され

ている。⑤ は,市 場の失敗 を是IEす る政策がGreenBox(緑 ∂)政策)に 入るための条件を述べて

いる。 云 うまでもなくGreenBoxに 人る と認め られれば削減の必要はない」WTO交 渉に対す る

EUの 最大の関心事項は直接支払 いがGreenBoxに 入 るか どうかである.、⑥ は,国 民(消 費者)が

多面的機能 を認 めているか どうかであって,国 民的な合意が得 られる 可能性を表 している.

5.お わ りに

本稿では,持 続可能 な農業につ いて改めて概念 の検討を行 った。持続 可能性の ためには世代内,

世代間の効率性 と公平性の達成が最 も重要であることを述べたが,実 際 に,ど の よ うに実行すれ

ばよいかは,ま だ明確 ではな く模索状態 である。農業に関 してどの程度 の資本 を残すべきか,自

然資本 と人的生産資本の代替は どの程度許容 されるのかな ど,環 境にっいての量的な把握 を しな
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けれ ばならないか らであ る。政策面では,利用権が誰にあるのか,ま た,あ るべ きなの かが政策施

行 上で重要 となる。 いずれ も,社 会的 なコンセ ンサスを十分に得なけれ ばな らない。

農業 と環境 との関係 について も,EUと 日本 では大 きな考 えの違いがある。最 も大 きい相違は,

農業が環境に とって悪いものであるとい う認識である。EUは その反省 に立ち政策 を進めている

が,「1本 ではその よ うな認識 に薄いために,ど うも農業環境 政策についての政策論理,政 策分析

が弱い よ うである。多面的機能 について も同様で あって,も っと論議 を深 めなけれ ばならない。

註

註1)以 下 はLegg[10],EuropeanCommission[41を 主 に参 考 と して い る。

註2)こ こでの 訳 は,Tumer,R.K,D.PearceandI.BatemanL14】p55に よる。

註3)コ ー スの 定理 は利 用 権が 誰 に あろ うと もt交 渉 に よ ってパ レー ト最 適に な る こ とを示 して い るが,実 際

問 題 と しては難 しい。

註4)EUで は,農 村 景 観 はsemi-natum1に 創 り出 され,自 然 と人 工的 な調 和 してい る もの で あ る と認 識 され

てお り,ア メ リカや オー ス トラ リア な どの新 大 陸 とは違 うとい うHodg[7],Mahetll]。

註5)EUで は,持 続 可能 な農 業 の施 策 と して,粗 放 化が 奨励 され てお り,プ レ ミア ム も ある。 家 畜 の飼 養 は

土地 とセ ッ トで あ って 日本 とは 異 な る。

註6)オ ー ス トリアの状 況 に つ いて はRupprechter[131に 詳 しい。

註7)例 としてEUの 硝 酸塩 指 令 を挙 げ る ことが 出 来 る。EUの 農 業環 境 政 策 につ い てはEuropeancommission[21

を参 考 の こと。

註8)ポ イ ン トBの 規 制 も存 在す る。 例 と して,BirdDirectiveや ラム サー ル条 約 があ る。

註9)EUの 非貿 易関 心事 項 への 意 見はEuropeancommission【3]に 詳 しい。

註10)こ こで は,服 部 【6j,梶 井[8]を あ げて お く。

引 用 文 献

[1」Burrell,A."Mulifunctionalityandagriculturaltradeliberalization",7ガ ゐc加 φvoorSociaatwetenschappelil'k

びnderzoekvandeLandbouwJaargangl6,nr.2,200i,pp77-95

[21EuropeanCommissionA,gricultureandEnvironment,WorkingnotesontheCommonAgriculturalPolicy1997

t3]EuropeanCommission,Agriculture'scontributionioenvironmentallyandculturallyrelatednon-tradeconceηns,

DiscussionPaper,2000.

f4]EuropeanCommission,AFramea,ork/brIndicatorsプbrtheEconomicandSociatDimensionsof'Sustainable

A8ricultureandRurall)evelOPment,2001

{5]EuropeanCommunit{e,Agrricutture,envirenment,ruraldevelopmentFactsand・Figures,1999.

【6]服 部 信 司,『 グ 「1一 バ ル 化 を 生 き る1']本 農 業 』,NHK出 版,2001

17]Hodge,1,"Agri-environmentalrelationshipsandthechoiceofpolicymechanism",Worldft'conO〃zy

23(2),2000,pp257-273

[8】 梶 井 功 編 集 代 表,『WTO農 業 交 渉 の 現 段 階 と 多 面 的 機 能 』 農 林 統 計 協 会,2002

[91Latacz・Lobmann,U.andl,Hoges,"MultifUnctionalityandfreetradeconflictorharmony?",」EuroChoices,

Spring,2001.

一20一



[10]Legg,W,"SustainableAgriculture:AnEconomicPerspective",Proceedings〔 ヅtheWarwick

()onfemce:Ag}'t'αdtureandtheEnvironment,1999,pp15-25

111]Mahe,L.P,"CantheEuropeanModelbeNegotiableintheWTO～"EuroChoices,Spring2001.

[12]OECD,Mtttttfunctionality:TowardSanAnalyticalFrameworle,OECD2001

「13]Rupprechte陥A.,"KeynoteOverview-lmpactofAgricultureontheEnvironment",ProceedingsoftheWarwick

Confeηnce:AgricultureandtheEnvirenment,ig99,PP6-14

t14]Turner,R.K,D.PearceandLBateman・EnvironmentalEconomics,HarvesterWheatsheaf,1994(大 沼 あ ゆ み 訳

『環 境 経 済 学 入 門 』,東 洋 経 済 新 報 社,2001)

【15jVanHuylenbroeck,GandM,Whitby.ed.CbuntryStewardshiP:」Fanners,PoliciesandMarleets,PERGAMON,

1999

一21一


